
 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 公の施設等運営状況報告書 

（県所有施設） 

 

 

 

 

 

下水道課（土木部） 

令和８年６月 10 日（水） 
 

資料４ 



○施設名 鹿島臨海都市計画下水道 
流域下水道（那珂久慈、霞ケ浦湖北、霞ケ浦常南、霞ケ浦水郷、利根左岸さしま、鬼怒小貝、小貝川東部）  
 

１ 現状 
（１）施設の概要 

○ 鹿島臨海都市計画下水道及び流域下水道は、茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の設置に関する条
例に基づき、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資することを目的に、県民生

活や社会経済活動のインフラとしての役割を担っている。 
〇 現在、次の８つの下水処理場を運営している。 

施設名 鹿島臨海都市計画下水道 那珂久慈流域下水道 霞ケ浦湖北流域下水道 霞ケ浦常南流域下水道 

処理場名 深芝処理場 那珂久慈浄化センター 霞ケ浦浄化センター 利根浄化センター 

処理場面積 15ha 35ha 24.9ha 33.6ha 

所在市町村 神栖市 ひたちなか市 土浦市 利根町 

計画人口 73,973人 387,965人 245,442人 419,488人 

計画汚水量 330,000㎥ 218,208㎥ 147,081㎥ 258,154㎥ 

 

施設名 霞ケ浦水郷流域下水道 利根左岸さしま流域下水道 鬼怒小貝流域下水道 小貝川東部流域下水道 

処理場名 潮来浄化センター さしまアクアステーション きぬアクアステーション 小貝川東部浄化センター 

処理場面積 4.3ha 6.8ha 14.7ha 16.9ha 

所在市町村 潮来市 境町 下妻市 筑西市 

計画人口 23,520人 49,992人 86,301人 49,434人 

計画汚水量 9,924㎥ 32,101㎥ 44,380㎥ 26,911㎥ 

 

 
 
 
 
 

 



（２）管理手法 ※令和８年４月 1日時点 
〇 管理運営は、８つの下水処理場全てで指定管理者制度のもと実施している。 
〇 鹿島臨海都市計画下水道、那珂久慈流域下水道については平成 28年度から、その他の流域下水道については平成 29年度
から指定管理者制度を導入している。 

 

施設名 鹿島臨海都市計画下水道 那珂久慈流域下水道 霞ケ浦湖北流域下水道 霞ケ浦常南流域下水道 

指定管理者 鹿島都市開発㈱ ㈱ウォーターエージェンシー 

クボタ環境エンジニアリング㈱ 

㈱バイオス グループ 

㈱ウォーターエージェンシー ㈱ウォーターエージェンシー 

指定管理期間 Ｒ８～Ｒ12 Ｒ８～Ｒ12 Ｒ４～Ｒ８ Ｒ４～Ｒ８ 

従事者数 58人 59人 39人 44人 

 

施設名 霞ケ浦水郷流域下水道 利根左岸さしま流域下水道 鬼怒小貝流域下水道 小貝川東部流域下水道 

指定管理者 鹿島都市開発㈱ 共和・茨環・都市環共同事業体 共和・茨環・都市環共同事業体 共和・茨環・都市環共同事業体 

指定管理期間 Ｒ４～Ｒ８ Ｒ４～Ｒ８ Ｒ４～Ｒ８ Ｒ４～Ｒ８ 

従事者数 18人 ８人 19人 ８人 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



（３）利用状況 
【下水処理区域】  合計３２市町村 
【接続人口】    ９９３，７２７人（令和６年度末） 
【対象企業（鹿島）】１６５工場・事業所 
 
【年間処理水量の推移】                                     （単位：千㎥） 

施設名 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７(見込) R７/ﾋﾟｰｸ 

鹿島     (ﾋﾟｰｸ:R7) 43,341 43,472 44,283 44,727 42,150 44,277 43,311 44,116 43,903 45,621 100.0% 

那珂久慈 (〃:R5) 34,227 34,367 34,339 35,842 35,281 36,097 34,844 37,413 36,221 36,442 97.4% 

霞ケ浦湖北(〃:R2) 33,795 33,537 33,013 34,984 36,646 35,602 34,464 35,476 35,227 35,558 97.0% 

霞ケ浦常南(〃:R3) 46,211 45,100 44,400 48,397 48,128 49,086 48,099 47,448 48,385 46,859 95.5% 

霞ケ浦水郷(〃:R3) 2,246 2,193 2,128 2,250 2,276 2,303 2,180 2,214 2,207 2,016 87.5% 

利根左岸さしま(〃:R6)  2,408 2,447 2,456 2,783 2,706 2,665 2,781 2,765 2,994 2,821 94.2% 

鬼怒小貝  (〃:R7) 1,761 1,851 1,860 1,909 1,910 1,955 1,995 2,095 2,204 2,224 100.0% 

小貝川東部(〃:R4) 1,122 1,152 1,195 1,128 1,225 1,209 1,278 1,232 1,258 1,151 90.1% 

合 計(ﾋﾟｰｸ:R3) 165,111 164,119 163,674 172,020 170,322 173,194 168,952 172,759 172,399 172,692 99.7% 

※千㎥未満四捨五入 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



（４）運営状況 
 ○ 鹿島臨海都市計画下水道においては、鹿島臨海工業地帯の工場排水及び神栖市公共下水の処理等の目的を達成するため、

下水処理事業を展開してきた。 
  〇 流域下水道においては、霞ヶ浦等公共水域の水質保全及び流域市町村の生活環境向上の目的を達成するため、下水処理事

業を展開してきた。 
  〇 両事業ともに指定管理者制度を実施しており、指定管理に係る収支の推移は以下のとおりとなっている。 
    （鹿島・那珂久慈は平成 28年度から、その他流域は平成 29年度から実施） 

  〇 なお、指定管理者が実施した修繕以外に、県においても水処理機械設備修繕等の大規模修繕を実施しており、年平均の修
繕費は鹿島臨海都市計画下水道で 467,600千円、流域下水道で 1,348,443千円となっている。 

 
【収支の推移】鹿島臨海都市計画下水道                                （単位：千円） 

年度 
歳入計 

（A） 

    
歳出計 

（B） 

    
収支 

（A-B） 

 【参考】 

県実施の 

修繕費 

指定 

管理料 

利用料 

収入 
その他 人件費 

維持 

管理費 
事業費 その他 

 

H28 836,406 836,406 － 0 836,406 334,487 501,919 0 0 0  288,565 

H29 869,944 869,944 － 0 869,944 284,020 585,924 0 0 0  122,742 

H30 904,556 904,556 － 0 904,556 308,330 596,226 0 0 0  461,936 

R１ 938,081 938,081 － 0 938,081 310,120 627,961 0 0 0  767,906 

R２ 901,671 901,671 － 0 901,671 314,750 586,921 0 0 0  658,768 

R３ 977,348 977,348 － 0 977,348 319,715 657,633 0 0 0  591,382 

R４ 1,082,872 1,082,872 － 0 1,082,872 306,581 776,291 0 0 0  497,167 

R５ 994,642 994,642 － 0 994,642 310,790 683,852 0 0 0  178,057 

R６ 1,099,580 1,099,580 － 0 1,099,580 309,400 790,180 0 0 0  622,183 

R７ 

(見込) 
1,150,656 1,150,656 － 0 1,150,656 321,150 829,506 0 0 0  487,289 

平均 975,576 975,576 0 0 975,576 311,934 663,642 0 0 0  467,600 

 



 
【収支の推移】流域下水道                                      （単位：千円）                       

年度 
歳入計 

（A） 

    
歳出計 

（B） 

    
収支 

（A-B） 

 【参考】 

県実施の 

修繕費 

指定 

管理料 

利用料 

収入 
その他 人件費 

維持 

管理費 
事業費 その他 

 

H28 1,174,556 1,174,556 － 0 1,174,556 343,756 830,800 0 0 0  1,097,294 

H29 3,830,378 3,830,378 － 0 3,830,378 1,181,227 2,649,151 0 0 0  1,361,111 

H30 4,031,440 4,031,440 － 0 4,031,440 1,180,913 2,850,527 0 0 0  1,659,640 

R１ 4,182,124 4,182,124 － 0 4,182,124 1,191,610 2,990,514 0 0 0  1,941,300 

R２ 4,077,480 4,077,480 － 0 4,077,480 1,203,906 2,873,574 0 0 0  1,146,040 

R３ 4,402,258 4,402,258 － 0 4,402,258 1,273,022 3,129,236 0 0 0  987,789 

R４ 5,145,696 5,145,696 － 0 5,145,696 1,291,368 3,854,328 0 0 0  1,145,905 

R５ 4,939,083 4,939,083 － 0 4,939,083 1,295,039 3,644,044 0 0 0  1,242,496 

R６ 5,149,924 5,149,924 － 0 5,149,924 1,300,597 3,849,327 0 0 0  1,286,200 

R７ 

(見込) 
5,060,374 5,060,374 － 0 5,060,374 1,309,345 3,751,029 0 0 0  1,616,656 

平均 4,199,331 4,199,331 0 0 4,199,331 1,157,078 3,042,253 0 0 0  1,348,443 

※那珂久慈は平成 28年度から、その他流域は平成 29年度から実施 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



【大規模修繕の推移】  
○ これまで規模の大きな修繕については、県が発注者として直接実施してきた。 
○ 大規模修繕の主なものは、汚水処理過程における電気設備、各機械設備の経年劣化に伴う改修や汚泥焼却炉設備定期修繕
である。 

 
鹿島臨海都市計画下水道                                                  （単位：千円） 

年度 修繕実績額 修繕内容 

H28 288,565 №１・２汚泥焼却炉定期修繕(98,280)、７系最終沈殿池機械設備修繕(53,989)、その他(６件 136,296) 

H29 122,742 №１・２汚泥焼却炉定期修繕(47,520)、奥野谷ポンプ場№３汚水ポンプ修繕(22,680)、その他(３件 52,542) 

H30 461,936 電気設備修繕(58,320)、№１・２汚泥脱水機修繕(39,528)、その他(16 件 364,088) 

R１ 767,906 №１・２汚泥焼却炉定期修繕(166,320)、処理場・ポンプ場電気設備修繕(89,540)、その他(15 件 512,046) 

R２ 658,768 №１・２汚泥焼却炉定期修繕(173,250)、電気設備修繕(103,620)、その他(12 件 381,898) 

R３ 591,382 №１・２汚泥焼却炉定期修繕(176,000)、最終沈殿池機械設備修繕(89,100)、その他(11 件 326,282) 

R４ 497,167 №１・２汚泥焼却炉定期修繕(209,000)、電気設備修繕(61,930)、その他(８件 226,237) 

R５ 178,057 電気設備修繕(62,810)、溝口ポンプ場№2 汚水ポンプ他修繕(40,700)、その他(3 件 74,547) 

R６ 622,183 №１汚泥焼却炉定期修繕(143,990)、電気設備修繕(72,754)、その他(10 件 405,439) 

R７ 487,289 焼却炉修繕(97,240)、電気設備修繕(90,750)、その他(７件 299,299) 

計 4,675,995  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



流域下水道                                                                                      （単位：千円） 

年度 修繕実績額 修繕内容 

H28  1,097,294 霞ケ浦常南遠心脱水機設備修繕(107,158)、那珂久慈水処理機械設備修繕(100,732)、その他(28 件 889,404) 

H29 1,361,111 霞ケ浦常南遠心脱水機設備修繕(109,080)、那珂久慈水処理機械設備修繕(108,108)、その他(30 件 1,143,923) 

H30 1,659,640 那珂久慈水処理機械設備修繕(136,782)、霞ケ浦常南遠心脱水機設備修繕(135,864)、その他(32 件 1,386,994) 

R１ 1,941,300 那珂久慈水処理機械設備修繕(142,340)、霞ケ浦湖北焼却炉機械設備（２・３号）修繕(127,270)、その他(40 件 1,671,690) 

R２ 1,146,040 霞ケ浦湖北水処理機械設備修繕(119,790)、霞ケ浦湖北焼却炉機械設備(２・３号)修繕(113,080)、その他(23件 913,170) 

R３ 987,789 
霞ケ浦湖北水処理機械設備修繕(111,540)、霞ケ浦常南利根浄化センター遠心濃縮機設備修繕(90,200)、 

その他(24 件 786,049) 

R４ 1,145,905 霞ケ浦常南遠心脱水機設備修繕(109,670)、霞ケ浦湖北焼却炉設備修繕(106,920)、その他(25 件 929,315) 

R５ 1,242,496 霞ケ浦湖北焼却炉設備修繕(112,453)、霞ケ浦常南遠心脱水機設備修繕(109,780)、その他(27 件 1,020,263) 

R６ 1,286,200 霞ケ浦常南遠心脱水機設備修繕(157,575)、霞ケ浦湖北焼却炉設備修繕(120,615)、その他(24 件 1,008,010) 

R７ 1,616,656 霞ケ浦湖北脱水機設備修繕(140,800)、霞ケ浦常南遠心脱水機設備修繕(140,250)、その他(31 件 1,335,606) 

計 13,484,431  

 
（５）周辺エリア、類似施設等の状況 

 〇 市町村公共下水道事業や農業集落排水事業等それぞれの生活排水処理施設の有する特性及び経済性等を総合的に勘案し、
地域の実情に応じた効率的かつ適正な運営による汚水処理の普及を推進している。 

 〇 他県においては、コンセッション方式等を採用しているところもあるが、それぞれのメリット・デメリットを分析する必
要がある。 

  

 
 
 
 
 
 
 



２ 課題 

 ○ 鹿島臨海都市計画下水道及び流域下水道は、公共用水域の水質保全のための役割を果たすため、中立的な立場で適切に運

営・管理をしていく必要がある。 

 〇 埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて実施した下水道管路の全国特別重点調査により判明した要対策箇所の改修を進め

る必要がある。 

○ 人口減少に伴う収入減や施設の老朽化による支出増が見込まれるため、これまで以上に経営基盤の強化への取組が必要

となっている。 

 
３ 対応方針 

区分 今後の取組方針（案） 令和８年度 令和７年度 

① 現状維持（現行の管理手法等での施設運営の合理化等） 〇 〇 

② 施設のあり方検討（サウンディング調査の実施、外部委員会の開催等） － － 

③ 民間活力導入による運営改善（施設リニューアル等） － － 

④ 他団体への譲渡・譲与（民間、市町村等） － － 

⑤ 廃止・休止・統合 － － 

 
【方針】 
〇 下水道施設の持続的な機能確保のため、下水道管路の全国特別重点調査において真に速やかな対応が必要と判定した緊
急度Ⅰの要対策箇所約 2.1km等の改修を進めていく。 

○ 広域化・共同化計画による市町村管理の汚水処理施設の統廃合や新たな工場立地など将来の需要増に対応していくこと
により、経営基盤の強化を図っていく。 

○ なお、霞ケ浦常南、霞ケ浦湖北、霞ケ浦水郷、利根左岸さしま、鬼怒小貝、小貝川東部流域下水道については、令和８年
度をもって指定管理期間が終了することから、今年度、指定管理者の選定手続きを行う予定である。 

 
 
 
 
 



【理由】 
○ 当施設は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質保全のための役割を果たすた
め、引き続き施設を存続させる必要がある。 

○ なお、これまでもユーザー企業や市町村との協議等を通じてその効果を上げており、民間事業者による運営には課題があ
るなどの観点から、引き続き県において運営を継続し、国補事業を有効に活用しながら、老朽化した施設の更新を計画的に 
実施していくなど、合理化に取り組んでいく。 

 

 



（参考）

１　施設の位置図(鹿島臨海都市計画下水道）
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２　施設の写真（鹿島臨海都市計画下水道・深芝処理場）

３　施設の配置図（平面図）（鹿島臨海都市計画下水道・深芝処理場）



（参考）

１　施設の位置図(那珂久慈流域下水道）
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２　施設の写真（那珂久慈流域下水道・那珂久慈浄化センター）

３　施設の配置図（平面図）（那珂久慈流域下水道・那珂久慈浄化センター）



（参考）

１　施設の位置図(霞ケ浦湖北流域下水道）

(下水道

計画なし)

流域関連市町村数 32市町村

小貝川東部
浄化ｾﾝﾀｰ

県西浄化ｾﾝﾀｰ
きぬｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

さしまｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

利根浄化ｾﾝﾀｰ

流域下水道事務所

霞ケ浦浄化ｾﾝﾀｰ

那珂久慈浄化ｾﾝﾀｰ

潮来浄化ｾﾝﾀｰ

鹿島下水道事務所
深芝処理場

流域下水道等

霞ケ浦
水郷
(2市)

利根左岸
さしま
(3市町)

鬼怒
小貝
(4市町)

小貝川
東部
(4市)

霞ケ浦
常南
(6市町)

鹿島臨海

都市計画下水道
（2市）

那珂
久慈
(9市町村)

霞ケ浦
湖北
(5市町)

（雨水

計画の

み）



２　施設の写真（霞ケ浦湖北流域下水道・霞ケ浦浄化センター）

３　施設の配置図（平面図）（霞ケ浦湖北流域下水道・霞ケ浦浄化センター）



（参考）

１　施設の位置図(霞ケ浦常南流域下水道）

(下水道

計画なし)

流域関連市町村数 32市町村

小貝川東部
浄化ｾﾝﾀｰ

県西浄化ｾﾝﾀｰ
きぬｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

さしまｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

利根浄化ｾﾝﾀｰ

流域下水道事務所

霞ケ浦浄化ｾﾝﾀｰ

那珂久慈浄化ｾﾝﾀｰ

潮来浄化ｾﾝﾀｰ

鹿島下水道事務所
深芝処理場

流域下水道等

霞ケ浦
水郷
(2市)

利根左岸
さしま
(3市町)

鬼怒
小貝
(4市町)

小貝川
東部
(4市)

霞ケ浦
常南
(6市町)

鹿島臨海

都市計画下水道
（2市）

那珂
久慈
(9市町村)

霞ケ浦
湖北
(5市町)

（雨水

計画の

み）



２　施設の写真（霞ケ浦常南流域下水道・利根浄化センター）

３　施設の配置図（平面図）（霞ケ浦常南流域下水道・利根浄化センター）



（参考）

１　施設の位置図(霞ケ浦水郷流域下水道）

(下水道

計画なし)

流域関連市町村数 32市町村

小貝川東部
浄化ｾﾝﾀｰ

県西浄化ｾﾝﾀｰ
きぬｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

さしまｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

利根浄化ｾﾝﾀｰ

流域下水道事務所

霞ケ浦浄化ｾﾝﾀｰ

那珂久慈浄化ｾﾝﾀｰ

潮来浄化ｾﾝﾀｰ

鹿島下水道事務所
深芝処理場

流域下水道等

霞ケ浦
水郷
(2市)

利根左岸
さしま
(3市町)

鬼怒
小貝
(4市町)

小貝川
東部
(4市)

霞ケ浦
常南
(6市町)

鹿島臨海

都市計画下水道
（2市）

那珂
久慈
(9市町村)

霞ケ浦
湖北
(5市町)

（雨水

計画の

み）



２　施設の写真（霞ケ浦水郷流域下水道・潮来浄化センター）

３　施設の配置図（平面図）（霞ケ浦水郷流域下水道・潮来浄化センター）



（参考）

１　施設の位置図(利根左岸さしま流域下水道）

(下水道

計画なし)

流域関連市町村数 32市町村

小貝川東部
浄化ｾﾝﾀｰ

県西浄化ｾﾝﾀｰ
きぬｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

さしまｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

利根浄化ｾﾝﾀｰ

流域下水道事務所

霞ケ浦浄化ｾﾝﾀｰ

那珂久慈浄化ｾﾝﾀｰ

潮来浄化ｾﾝﾀｰ

鹿島下水道事務所
深芝処理場

流域下水道等

霞ケ浦
水郷
(2市)

利根左岸
さしま
(3市町)

鬼怒
小貝
(4市町)

小貝川
東部
(4市)

霞ケ浦
常南
(6市町)

鹿島臨海

都市計画下水道
（2市）

那珂
久慈
(9市町村)

霞ケ浦
湖北
(5市町)

（雨水

計画の

み）



２　施設の写真（利根左岸さしま流域下水道・さしまアクアステーション）

３　施設の配置図（平面図）（利根左岸さしま流域下水道・さしまアクアステーション）



（参考）

１　施設の位置図(鬼怒小貝流域下水道）

(下水道

計画なし)

流域関連市町村数 32市町村

小貝川東部
浄化ｾﾝﾀｰ

県西浄化ｾﾝﾀｰ
きぬｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

さしまｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

利根浄化ｾﾝﾀｰ

流域下水道事務所

霞ケ浦浄化ｾﾝﾀｰ

那珂久慈浄化ｾﾝﾀｰ

潮来浄化ｾﾝﾀｰ

鹿島下水道事務所
深芝処理場

流域下水道等

霞ケ浦
水郷
(2市)

利根左岸
さしま
(3市町)

鬼怒
小貝
(4市町)

小貝川
東部
(4市)

霞ケ浦
常南
(6市町)

鹿島臨海

都市計画下水道
（2市）

那珂
久慈
(9市町村)

霞ケ浦
湖北
(5市町)

（雨水

計画の

み）



２　施設の写真（鬼怒小貝流域下水道・きぬアクアステーション）

３　施設の配置図（平面図）（鬼怒小貝流域下水道・きぬアクアステーション）



（参考）

１　施設の位置図(小貝川東部流域下水道）

(下水道

計画なし)

流域関連市町村数 32市町村

小貝川東部
浄化ｾﾝﾀｰ

県西浄化ｾﾝﾀｰ
きぬｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

さしまｱｸｱｽﾃｰｼｮﾝ

利根浄化ｾﾝﾀｰ

流域下水道事務所

霞ケ浦浄化ｾﾝﾀｰ

那珂久慈浄化ｾﾝﾀｰ

潮来浄化ｾﾝﾀｰ

鹿島下水道事務所
深芝処理場

流域下水道等

霞ケ浦
水郷
(2市)

利根左岸
さしま
(3市町)

鬼怒
小貝
(4市町)

小貝川
東部
(4市)

霞ケ浦
常南
(6市町)

鹿島臨海

都市計画下水道
（2市）

那珂
久慈
(9市町村)

霞ケ浦
湖北
(5市町)

（雨水

計画の

み）



２　施設の写真（小貝川東部流域下水道・小貝川東部浄化センター）

３　施設の配置図（平面図）（小貝川東部流域下水道・小貝川東部浄化センター）



 

 

 

 

 

 

令和８年度 公の施設等運営状況報告書 

（県所有施設） 

 

 

 

 

 

住宅課（土木部） 

令和８年６月 10 日（水） 
 

 

資料５ 



○施設名 県営住宅及び共同施設 
  
１ 現状 
（１）施設の概要 

○ 県営住宅は、公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）及び条例等の趣旨に基づき、健康で文化的な生活を営むに足りる住
宅を、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与するために設置された
ものである。 

所 在 地 茨城県内 28市町村に所在 

開業年月 昭和 26年 

施設概要 
153団地 966棟 12,955戸 

集会所 96施設 

設置理由 
公営住宅法に基づき住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、生活の安定

と社会福祉の増進に寄与することを目的として建設された住宅である。 

設置の根拠法令等 公営住宅法、茨城県県営住宅条例 

事業内容 住宅に困窮する低額所得者のために、低廉な家賃で住宅を供給する 

定  員 - 

利用料金 

公営住宅の家賃は、入居者の収入状況を基本とし、公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数

その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定

める。 

 
（２）管理手法 ※令和８年４月 1日時点 

〇 平成 18年度から指定管理者制度を導入している。 

指定管理者 一般財団法人茨城県住宅管理センター 

指定管理期間 令和８年４月１日～令和 13年３月 31日（５年間） 

従事者数 職員 88人 （常勤 24人、非常勤 64人）  

  
 



（３）利用状況 
  ○ 入居戸数は年々減少し、令和７年度末の入居戸数は 8,941戸である。 
  〇 一方で、近年、母（父）子世帯、高齢者世帯など、特に配慮が必要な世帯（要配慮世帯）は大きく増加し、全入居世帯の

約７割を占めている。 
 
 
【入居戸数の推移】                                        （単位：戸数） 

年度 
H28 

（ﾋﾟｰｸ） 
H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R７/ﾋﾟｰｸ 

入居戸数※ 11,169 10,912 10,579 10,300 10,245 10,013 9,640 9,377 9,136 8,941 80.1％ 

 ※各年度、3月 31日時点の入居戸数 

   

 【世帯区分別入居戸数】                                      （単位：戸数） 

年度 
入居 

戸数 
一般 

一般以外 

計 

      

母(父)子 高齢者 障害者 外国人 単身者 その他 

H28 

（ﾋﾟｰｸ） 
11,169 

4,826 

(43.2%) 

6,343 

(56.8%) 

2,886 

(25.9%) 

1,628 

(14.6%) 

628 

(5.6%) 

300 

(2.7%) 

886 

(7.9%) 

15 

(0.1%) 

R７ 8,941 
2,530 

(28.3%) 

6,411 

(71.7%) 

2,100 

(23.5%) 

1,941 

(21.7%) 

786 

(8.8%) 

286 

(3.2%) 

1,285 

(14.4%) 

13 

(0.1%) 

・母（父）子：20 歳未満の子を扶養している世帯 

・高齢者：60 歳以上の方のみの世帯（単身者等を除く。） 

・障害者：障害者がいる世帯（単身者を含む。） 

・外国人：外国人国籍の世帯員がいる世帯（単身者を含む。） 

・単身者：60 歳以上の方、生活保護受給者 

・その他：海外からの引揚者など 

 
 



（４）運営状況 

○ 指定管理者は、県営住宅の入退去に関する事務、家賃や駐車場使用料の収納事務、県営住宅施設の修繕や維持管理業務な

どを行っている。 

○ 歳出のうち主なものは、県営住宅の住戸などの修繕費や施設の法定点検費などが約７割を占めている。 

○ 利用料収入（家賃等）については、県が直接受け入れている。 

 
【収支の推移】                                           （単位：千円） 

年度 
歳入計 

（A） 

    
歳出計 

（B） 

   
収支 

（A-B） 

 【参考】 

県実施の 

修繕費 

指定 

管理料 

利用料 

収入 
その他 人件費 

維持 

管理費 
その他 

 

H28 1,448,304 1,448,304 - 0 1,448,304 222,217 1,226,087 0 0  705,056 

H29 1,448,473 1,448,473 - 0 1,448,473 223,522 1,224,951 0 0  738,535 

H30 1,448,408 1,448,408 - 0 1,448,408 224,821 1,223,587 0 0  637,898 

R１ 1,463,029 1,463,029 - 0 1,463,029 226,856 1,236,173 0 0  822,752 

R２ 1,475,583 1,475,583 - 0 1,475,583 229,425 1,246,158 0 0  745,935 

R３ 1,524,593 1,524,593 - 0 1,524,593 230,530 1,294,063 0 0  1,261,424 

R４ 1,524,439 1,524,439 - 0 1,524,439 231,222 1,293,217 0 0  1,063,854 

R５ 1,524,381 1,524,381 - 0 1,524,381 231,916 1,292,465 0 0  911,183 

R６ 1,525,207 1,525,207 - 0 1,525,207 232,612 1,292,595 0 0  1,245,070 

R７ 1,533,860 1,533,860 - 0 1,533,860 242,642 1,291,218 0 0  713,422 

平均 1,491,628 1,491,628 - 0 1,491,628 229,576 1,262,051 0 0  884,513 

 
 

 
 
 
 



【大規模修繕の推移】（10,000千円以上の修繕を記載） 
○ 規模の大きな修繕や住戸の改善については、国補事業等を活用しながら県が実施している。 
○ 主な実績としては、建物躯体の長寿命化を目的とした「外壁塗装や屋上防水改修」、既存住戸の居住性改善を目的とした
「住戸改善工事」、既存エレベーターの安全性確保を目的とした「エレベーター改修工事」などを実施している。 

                       （単位：千円）  

年度 修繕実績額 修繕内容 

H28 705,056 外壁塗装、屋上防水、住戸改善 

H29 738,535 外壁塗装、屋上防水、エレベーター改修 

H30 637,898 外壁塗装、屋上防水、エレベーター改修 

R１ 822,752 外壁塗装、屋上防水、エレベーター改修 

R２ 745,935 外壁塗装、屋上防水、エレベーター改修 

R３ 1,261,424 外壁塗装、屋上防水、エレベーター改修 

R４ 1,063,854 外壁塗装、屋上防水、エレベーター改修 

R５ 911,183 外壁塗装、屋上防水、エレベーター改修 

R６ 1,245,070 外壁塗装、屋上防水、エレベーター改修 

R７ 713,422 外壁塗装、屋上防水 

計 8,845,129  

   
 
（５）周辺エリア、類似施設等の状況 

 ○ 令和７年４月１日時点で、県営住宅は約１万３千戸、市町村営住宅は約２万１千戸であり、全国的にも公営住宅の管理戸

数は横ばいの状況となっている。 
 
 
 
 

 

 



２ 課題 

○ 今後、本県の人口や世帯数は減少していくと予想されており、入居戸数も年々減少しているなかで、適切な施設運営が課

題である。 

○ 一方で、高齢単身者等の住宅の確保に配慮を要する世帯は増加傾向にあり、民間賃貸住宅への入居制限がみられるなど、

県営住宅の役割において、今後も住宅セーフティネットとしての対応が求められている。 

○ 県営住宅は、築 40年を超えるものが約５割を占め、老朽化が進行している。 

 
３ 対応方針 

 区分 今後の取組方針（案） 令和８年度 令和７年度 

① 現状維持（現行の管理手法等での施設運営の合理化等） ○ ○ 

② 施設のあり方検討（サウンディング調査の実施、外部委員会の開催等）   

③ 民間活力導入による運営改善（施設リニューアル等）   

④ 他団体への譲渡・譲与（民間、市町村等）   

⑤ 廃止・休止・統合   

 
【方針】 
○ 人口動態や住宅市場、県民ニーズ、住宅セーフティネットの状況を捉えながら、施設運営の合理化について検討してい
く。 

○ 国補事業を有効に活用しながら、計画的な老朽化対策を実施していく。 
【理由】 
○ 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目
的とする施設であることから、引き続き運営を継続する必要がある。 

 

 



（参考）

１　施設の位置図

「２施設の写真」「３施設の配置図」は省略

【水戸市】

43団地

4,110戸

【稲敷市】

1団地

48戸

【土浦市】

11団地

1,022戸

【つくば市】

7団地

645戸 【阿見町】

1団地

102戸

【龍ケ崎市】

3団地

448戸

【守谷市】

3団地

168戸

【常総市】

1団地

48戸

【古河市】

3団地

396戸

【結城市】

2団地

108戸

【下妻市】

1団地

72戸

【筑西市】

2団地

184戸

【桜川市】

5団地

170戸

【笠間市】

6団地

253戸

【城里町】

1団地

30戸

【常陸大宮市】

5団地

70戸

【ひたちなか市】

14団地

1,592戸

【東海村】

3団地

162戸

【日立市】

24団地

2,127戸

【高萩市】

1団地

128戸

【常陸太田市】

3団地

54戸

【北茨城市】

1団地

60戸

【かすみがうら市】

2団地

90戸

【潮来市】

5団地

344戸

【神栖市】

1団地

210戸

【鹿嶋市】

1団地

66戸

【石岡市】

2団地

144戸

【茨城町】

1団地

104戸



 

 

 

 

 

令和８年度 公の施設等運営状況報告書 

  （出資団体等所有施設） 

 

 

 

 

 

道路維持課（土木部） 

令和８年６月 10 日（水） 
 

資料６ 



○施設名 みらい平駅前駐車場、筑波山つつじヶ丘駐車場、友部駅北口駐車場、水戸北スマ－トＩＣ駐車場【所有団体：茨城県道路公社】 

１ 現状 

（１）施設の概要 

 ○ ４箇所の駐車場については、駅や観光地等の利用者の利便性を図るために設置。 

施設名 みらい平駅前駐車場 筑波山つつじヶ丘駐車場 友部駅北口駐車場 水戸北スマ－トＩＣ駐車場 

所在地 つくばみらい市陽光台 石岡市小幡 笠間市南友部 水戸市飯富町 

敷地面積 2,767㎡ 12,660㎡ 3,730㎡ 2,129㎡ 

設置年月 平成 17年 8月 平成 18年 4月 平成 20年 2月 平成 20年 6月 

設置理由 

・みらい平駅利用者への利

便性を図るため、公共的な

パ－クアンドライド駐車

場として県からの依頼に

より設置。 

  

・筑波スカイライン一般自

動車事業から筑波山つつ

じヶ丘駐車場の経営転換

を図り、かつ、筑波山観光

関連施設の維持管理水準

の向上を図るため設置。 

・ＪＲ友部駅橋上化と南

北駅前広場の整備にあわ

せ、駅及び駅周辺施設利

用者への利便性を図るた

め、公共的なパ－クアン

ドライド駐車場として笠

間市からの依頼により設

置。 

・水戸北スマ－トＩＣから東

京へ行き来する新規高速バ

ス路線が運行されることに

なったことから、高速バス利

用者への利便性を図るため、

公共的なパ－クアンドライ

ド駐車場として県からの依

頼により設置。 

料金 

時間貸し １時間 100円 

(４時間を超え 24時間まで 

500円) 

月極 7,000円 

  

１回当たり 

普通車  700円 

二輪車  300円 

バス  3,000円 

大型車 3,000円 

 （10分まで無料) 

１日当たり 500円 

（入庫から 24 時間経過

ごとに料金 1日分加算）  

月極 5,300円 

1回当たり 500円 

収容台数 100台 400台 131台 63台 

敷地区分 県所有 自己所有 笠間市所有 県所有 

 



（２）管理手法   

○ 管理は全て直営で実施しており、筑波山つつじヶ丘駐車場は４人体制（嘱託職員３人、臨時職員１人）で管理し、その他

３箇所の駐車場については、自動料金精算機により管理している。 

 

（３）利用状況   

○ みらい平駅前駐車場、友部駅北口駐車場については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和２年度及び令和

３年度の利用台数が減少した。 

〇 水戸北スマートＩＣ駐車場については、令和元年東日本台風により被災し約６か月間休止したこと、また、令和２年度及

び令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により利用台数が減少した。 

○ 上記の３箇所については、令和４年度から回復傾向にあり、令和７年度は新型コロナウイルス感染症流行前の水準に戻

りつつある。                                          （単位：台） 

年度／施設名 みらい平駅前駐車場 筑波山つつじヶ丘駐車場 友部駅北口駐車場 水戸北スマ－トＩＣ駐車場 

ピーク(H28～R7)   (R5)37,822 (H28)94,810 (H28)36,350 (H28)7,097 

H28 37,780 94,810 36,350 7,097 

H29 37,337 91,370 34,358 7,028 

H30 37,308 93,835 34,663 6,892 

R1 37,209 86,386 33,154 3,597 

R2 32,819 85,999 26,719 1,942 

R3 33,044 91,169 24,759 1,907 

R4 35,560 85,590 29,739 3,047 

R5 37,822 83,044 32,963 5,247 

R6 37,709 84,786 33,364 5,676 

R7 37,774 81,462 32,327 6,274 

R7／ピーク 99.9％ 85.9％ 88.9％ 88.4％ 



 

（４）経営状況   

  ○ 各駐車場の収支については、機器の更新・追加や災害等による影響を受けた年度を除き黒字となっている。 

【収支の推移】                                          （単位：千円） 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

み 

ら 

い 

平 

駅 

前 

収入計（Ａ） 7,945 7,641 7,829 8,723 6,805 6,799 8,013 9,058 8,916 8,980 

    うち利用料金 7,910 7,612 7,798 8,688 6,763 6,760 7,917 9,022 8,874 8,941 

    うちその他 35 29 31 35 42 39 96 36 42 39 

支出計（Ｂ） 5,653 5,472 6,671 7,471 5,838 5,330 5,961 5,983 6,221 8,056 

   うち人件費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    うち維持管理費等 5,653 5,472 6,671 7,471 5,838 5,330 5,961 5,983 6,221 8,056 

    うち機器更新等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

収支（Ａ－Ｂ） 2,292 2,169 1,158 1,252 967 1,469 2,052 3,075 2,695 924 

筑

波

山

つ 

つ 

じ 

ヶ 

丘 

収入計（Ａ） 43,179 42,621 46,001 42,293 41,951 43,998 41,897 40,509 41,582 42,072 

    うち利用料金 41,660 41,110 44,477 40,769 40,276 42,405 40,049 38,569 39,542 40,134 

    うちその他 1,519 1,511 1,524 1,524 1,675 1,593 1,848 1,940 2,040 1,938 

支出計（Ｂ） 32,494 43,405 30,441 27,369 31,402 30,515 30,043 29,296 29,957 30,775 

   うち人件費 9,957 5,882 6,271 6,392 6,526 6,206 6,562 6,630 6,875 7,408 

    うち維持管理費等 22,537 37,523 24,170 20,977 24,876 24,309 23,481 22,666 23,082 23,367 

    うち機器更新等 0 16,680 0 0 0 0 0 0 0 0 

収支（Ａ－Ｂ） 10,685 △ 784 15,560 14,924 10,549 13,483 11,854 11,213 11,625 11,297 

 

 

 



 

（単位：千円）   

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

友 

部 

駅 

北 

口 

収入計（Ａ） 8,741 8,411 8,357 7,686 5,416 5,401 6,863 7,999 8,641 8,507 

    うち利用料金 8,708 8,380 8,327 7,655 5,383 5,371 6,780 7,967 8,604 8,471 

    うちその他 33 31 30 31 33 30 83 32 37 36 

支出計（Ｂ） 4,442 4,016 4,200 4,333 6,008 4,403 7,646 4,931 5,181 4,818 

   うち人件費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    うち維持管理費等 4,442 4,016 4,200 4,333 6,008 4,403 7,646 4,931 5,181 4,818 

    うち機器更新等 0 0 0 0 1,463 0 3,729 0 0 0 

収支（Ａ－Ｂ） 4,299 4,395 4,157 3,353 △ 592 998 △783 3,068 3,460 3,689 

水 

戸 

北 

Ｓ

Ｉ 

Ｃ 

収入計（Ａ） 2,914 2,880 3,168 2,120 1,017 967 1,542 2,634 2,850 3,149 

    うち利用料金 2,838 2,812 3,084 1,712 974 954 1,523 2,623 2,838 3,136 

    うちその他 76 68 84 408 43 13 19 11 12 13 

支出計（Ｂ） 1,488 1,357 1,339 5,915 832 1,152 1,308 1,506 1,618 1,610 

   うち人件費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    うち維持管理費等 1,488 1,357 1,339 5,915 832 1,152 1,308 1,506 1,618 1,610 

    うち機器更新等 0 0 0 3,378 0 0 0 0 0 0 

収支（Ａ－Ｂ） 1,426 1,523 1,829 △ 3,795 185 △185 234 1,128 1,232 1,539 

 

 

 

 

 



（５）周辺エリアの動向、他県の類似施設の状況 

ア 周辺エリアの動向 

 〇 みらい平駅前駐車場、友部駅北口駐車場については、近隣に民間駐車場が存在するが、収容台数が少ない。 

 〇 筑波山つつじヶ丘駐車場、水戸北スマートＩＣ駐車場については、近隣に駐車場がない。 

みらい平駅前駐車場 筑波山つつじヶ丘駐車場 友部駅北口駐車場 水戸北スマ－トＩＣ駐車場 

・みらい平駅周辺には、民間駐

車場があるが、収容台数が少

なく、利便性の確保が難しい。  

・筑波山中腹周辺に駐車場

はない。 

・友部駅周辺には、民間駐

車場があるが、収容台数が

少なく、利便性の確保が難

しい。 

・周辺に駐車場はない。 

・水戸北スマ－トＩＣを経由す

る高速バスが毎日運行されてい

る。（日立市役所～東京ディズニ

ーリゾート間、高萩駅・日立駅～

東京駅間）  
 

イ 他県の類似施設 

   ○ 関東近県では、栃木県、埼玉県及び神奈川県の各道路公社が有料駐車場事業を実施。 

 

２ 課題 

 ○ みらい平駅前駐車場及び友部駅北口駐車場においては、駅周辺の民間駐車場の収容台数が少ないこと、また、筑波山つつじ

ヶ丘駐車場及び水戸北スマートＩＣ駐車場においては、周辺に民間駐車場がない状況であるため、県民の駐車場需要に応え

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 



３ 対応方針 

区分 今後の取組方針（案） 令和８年度 令和７年度 

① 現状維持（現行の管理手法等での施設運営の合理化等） ○ ○ 

② 施設のあり方検討（サウンディング調査の実施、外部委員会の開催等）   

③ 民間活力導入による運営改善（施設リニューアル等）   

④ 他団体への譲渡・譲与（民間、市町村等）   

⑤ 廃止・休止・統合   

 
【方針】 
〇 引き続き経費節減と収入の確保に努め、有料駐車場事業を継続していく。 

【理由】 

○ 全ての駐車場は、ほぼ毎年度黒字となっていることから、経営基盤の強化への取り組みとして継続するとともに、県民の

駐車場需要に応える必要があるため。 

 



○施設の位置図及び写真
１　みらい平駅前駐車場
（１）位置図

（２）写真

みらい平駅前駐車場

ＴＸみらい平駅



（３）施設の配置図（平面図）

ＴＸみらい平駅

駅前広場

つくばエクスプレス（ＴＸ）

撮影方向

入

口



２　筑波山つつじヶ丘駐車場
（１）位置図

（２）写真

筑波山つつじヶ丘駐車場

筑波山



（３）配置図（平面図）



３　友部駅北口駐車場
（１）位置図

（２）写真

友部駅北口駐車場

ＪＲ常磐線友部駅



（３）配置図（平面図）



４　水戸北スマートＩＣ駐車場
（１）位置図

（２）写真

水戸北スマートＩＣ駐車場



（３）配置図（平面図）

バスロータリー

入

口



 

 

 

令和８年度 公の施設等運営状況報告書 

（出資団体等所有施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾課（土木部） 

令和８年６月 10 日（水） 
 

資料７ 



○施設名：大洗港フェリーターミナルビル 【所有団体：株式会社茨城ポートオーソリティ】 

 
１ 現状 
（１）施設の概要 

○ 大洗港フェリーターミナルビルは、定期フェリー運航に必要なサービス提供をするため設置した施設である。 
 

所 在 地 東茨城郡大洗町港中央２ 

開業年月 平成６年 10月 

施設概要 施設敷地 2,680㎡、鉄骨鉄筋コンクリート造３階建 

設置理由 大洗港区のフェリーターミナルとして設置 

事業内容 フェリーターミナル施設、自社事務所、テナント事業 

利用料金 待合所：無料、事務室は個別契約 

 
（２）管理手法 ※令和８年４月 1日時点 

○ 株式会社茨城ポートオーソリティが直営で実施し、従業員数は６人（プロパー社員３人、嘱託社員３人）で管理運営を行

っている。 

 
（３）利用状況 
  ○ コロナ禍の２年間は大きく減少したものの以降は回復し、令和７年度は 163,114 人（見込）と順調に推移している。
   

【船舶乗降人員数の推移】                                     （単位：人） 

年度 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ 
R５ 

（ピーク） 
R６ Ｒ７ R7/ﾋﾟｰｸ 

船舶乗降

人員数 
140,231 142,048 146,490 164,963 97,533 114,136 154,967 170,153 170,131    163,114 95.9％ 

 
 



（４）経営状況 
 ○ 大洗港フェリーターミナルビルにおいては、大洗港区と苫小牧港との定期フェリー航路の運航に必要なサービスを提供

するため、フェリー会社等へのテナント事業等を実施するほか、自社事務所を設置している。 
○ 令和７年度はおよそ 24百万円の利益を計上。 

 【収支の推移】                                        （単位：千円） 

年度 
収入計 

（A） 

    
支出計 

（B） 

   
収支 

（A-B） 利用料 県支援額 その他 人件費 
維 持 

管理費 
その他 

H28 78,902 78,902 - - 69,638 3,892 45,840 19,906 9,264 

H29 79,073 79,073 - - 71,084 3,662 52,942 14,480 7,989 

H30 83,734 83,734 - - 67,868 4,033 51,033 12,802 15,866 

R１ 84,036 84,036 - - 65,710 3,507 47,612 14,591 18,326 

R２ 78,536 78,536 - - 60,632 4,108 40,518 16,006 17,904 

R３ 80,069 80,069 - - 54,835 3,522 35,707 15,606 25,234 

R４ 70,740 70,740 - - 42,378 3,690 34,001 4,687 28,362 

R５ 71,196 71,196 - - 45,806 4,225 33,907 7,674 25,309 

R６ 81,800 81,800 - - 55,609 5,920 44,318 5,371 26,191 

R７ 91,603 91,603 - - 67,791 5,869 53,289 8,633 23,812 

平均 79,969 79,969 - - 60,135 4,243 43,917 11,976 19,826 

   

 
 
 
 
 
 
 



【大規模修繕の推移】（10,000千円以上の修繕を記載）  
                                                （単位：千円）  

年度 
修繕実績額 

修繕内容 
 県支援額 

H28 - -  

H29 36,300 - 待合ロビー改修 

H30 - -  

R１ - -  

R２ - -  

R３ - -  

R４ - -  

R５ - -  

R６    

R７ - -  

計 36,300 -  

 
（５）周辺エリア、類似施設等の状況 

 〇 周辺エリアは、「ひたちなか大洗リゾート構想」に基づき、地元市町や関係団体が連携し、観光消費の向上等に取組んで
いる。 

〇 同エリアにおいて、当施設は唯一のフェリーターミナルであり、類似施設はないため、他所に当ビルの代替機能を求める 

ことは困難な状況である。 
 
２ 課題 

○ 大洗港区は北海道へのフェリーの玄関港であり、観光拠点としての機能強化に取り組む必要がある。  

〇 施設設置から 30年経過しており、施設の老朽化や設備の経年劣化への対応が必要である。 

 



３ 対応方針 
 ※該当するものに「○」を付すこと。 

区分 今後の取組方針（案） 今回報告 前回報告 

① 現状維持（現行の管理手法等での施設運営の合理化等） 〇 ○ 

② 施設のあり方検討（サウンディング調査の実施、外部委員会の開催等）  － 

③ 民間活力導入による運営改善（施設リニューアル等）  － 

④ 他団体への譲渡・譲与（民間、市町村等）  － 

⑤ 廃止・休止・統合  － 

 
【方針】 
〇 現行での施設運営を継続し、効率的な維持管理を行う。 

【理由】 
○ 当施設はこれまで、定期フェリー運航に必要なサービスを提供するため、フェリー運航会社と連携して利用者の利便性
向上を図るなど、フェリー運航に欠かせない施設となっていることから、引き続き施設を存続させる必要がある。 

○ 施設の管理運営に当たっては、周辺地域に代替施設が無く、他の民間事業者での運営は困難である。また、施設等の老

朽化対策を適切に実施するなど、株式会社茨城ポートオーソリティが引き続き管理運営を継続していく。 

 

 



（参考）

１　施設の位置図

６人

２　施設の写真



３　施設の配置図（平面図）

６人

大洗港ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ
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